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第一章 計画の概要 

１.計画の目的及び策定の経過 

（１）計画の目的 

越谷市建築物耐震改修促進計画（以下「本計画」という。）は、建築物の    

耐震改修の促進に関する法律（平成７年１０月２７日 法律第１２３号）     

（以下「耐震改修促進法」という。）第６条第１項に基づき策定するものです。 

本計画の改定においては、昨今の地震より耐震化が低い地域で多くの   

住宅が倒壊する等の被害が生じたことから、今後の地震による建築物の   

倒壊等の更なる被害を未然に防止し、市民の生命、身体及び財産を保護する

ため、新たな耐震化率の目標の設定や対象建築物の拡充を図り、建築物の  

耐震化のより一層の促進を図ることを目的とします。 

 
 

（２）計画策定の経過 

本計画の策定等に至るまでの主な経過は表１のとおりです。 

 

表１ 本計画策定等に係る主な経過 
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２. 他計画との関連 

本計画は、「第５次越谷市総合振興計画」を上位計画とし、「越谷市都市計画      

マスタープラン」や「埼玉県建築物耐震改修促進計画」との整合を図りつつ、   

越谷市公共施設等総合管理計画、越谷市国土強靱化地域計画、越谷市地域防災

計画等との連携を図るものとします。 

 

 

 

図１ 本計画と他計画との関連 
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3.計画期間 

本計画の期間は第５次越谷市総合振興計画後期基本計画の計画期間と合わせ、

令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

なお、計画期間中においても、社会情勢の変化等を踏まえ、計画内容について

必要に応じて適宜見直しを行います。 
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4.計画の対象地域及び対象建築物 

（１）対象地域 

越谷市内全域を対象とします。 

 

 

（２）対象建築物 

本計画の対象となる建築物は、建築基準法改正前である昭和５６年     

５月３１日以前に建築された旧耐震基準の住宅、接合部の仕様や壁の配置の   

バランスについて規定された建築基準法改正前である、平成１２年５月３１日 

以前に建築された木造住宅、耐震改修促進法第１４条第１号及び第３号に   

規定される特定既存耐震不適格建築物及び市有建築物とします。 

なお、大幅な制度改正や関連計画の変更があった場合は、計画期間内に  

おいても必要に応じて見直しを図ることとします。 

 

表２ 本計画の対象建築物 
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表３ 多数の者が利用する建築物一覧表 
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５.想定される地震の規模や被害の状況 

（１）越谷市において想定される地震の規模 

国や埼玉県の調査に基づき、本市への影響が大きいと想定される地震の規

模・被害状況は次の５つのケースを想定します。 

〇茨城県南部地震（マグニチュード７．３） 

〇東京湾北部地震（マグニチュード７．３） 

〇元禄型関東地震（マグニチュード８．２） 

〇関東平野北西縁断層帯地震（マグニチュード８．１） 

〇立川断層帯地震（マグニチュード７．４） 

 

 

 資料 越谷市地域防災計画    

 

図２ 埼玉県地震被害想定調査における想定地震の活断層の位置 
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（２）越谷市において想定される地震の被害の状況 

 

表４ 越谷市において想定される地震の被害の状況 

 

資料 越谷市地域防災計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１，９５６棟

６，８７８棟

４４２棟

１，８９６棟

２０８棟

７７３棟

２棟

１６８棟

０棟

２棟
立川断層帯地震 ５強～５弱

想定地震名 想定震度
被害想定

全壊数（揺れ・液状化による）

半壊数（揺れ・液状化による）

茨城県南部地震 ６強

元禄型関東地震 ６弱

関東平野北西縁断層帯地震 ６弱

東京湾北部地震 ６強
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第二章 対象建築物の耐震化の現状と今後の目標 

1.住宅の耐震化について 

（１）住宅の耐震化の現状 

住宅の耐震化については、県と市町村の役割分担のもと、支援制度の創設

や所有者への啓発活動などにより、耐震化の促進を図ってきました。その結果、

住宅の建替えや耐震改修が進み、耐震化率は向上してきました。 

平成２０年から令和５年の調査結果を基に推計※１した令和７年度末の住宅の

耐震化率※2 は９４.9％となります。 

 

表５ 住宅の耐震化率の推移         （単位：戸） 

※1 算定においては、総務省統計局で公表している「住宅・土地統計調査」等を基に算出 

※2 耐震化率とは、旧耐震の建築物のうち耐震性があるとされるものと、新耐震基準で建築  

された建築物の合計が、建築物全体に占める割合として算出したもの 

※3 「耐震性不明」とは、耐震性があることを確認できていない、または耐震性がない建物 

※4 昭和５６年６月以降の住宅については、住宅・土地統計調査の結果により安全として判断 

※5 令和８年３月３１日の耐震化率については、令和５年度までの数値を基に推計したもの 
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（２）住宅の耐震化の目標 

国の基本方針等に則し、埼玉県が埼玉県建築物耐震改修促進計画で定めた

目標値は耐震化率「９５.０％」となりました。 

本計画の改定においては、県計画を踏まえた目標設定を基本としています

が、本市における現状の耐震化率は「９４.９％」であり、９５.０％を達成する  

見込みであるため、本計画における住宅の耐震化率の目標値は「おおむね  

解消」とします。 

表６ 令和１２年度における住宅の耐震化の目標 

 

2.特定既存耐震不適格建築物の耐震化について 

2-1.多数の者が利用する建築物の耐震化について 

（１）多数の者が利用する建築物の耐震化の現状 

本市における、耐震改修促進法第１４条第１号に規定する、多数の者が利用

する建築物の令和７年度末の耐震化率は、９６.８％となります。 

 

 表７ 多数の者が利用する民間建築物の耐震化率の推移 （単位：施設） 

※１ 「耐震性不明」とは、耐震性があることを確認できていない、または耐震性がない建物 

※２ 令和８年３月３１日の耐震化率については、令和６年度までの数値及び建築物所有者等への 

ヒアリングを基に推計したもの 
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表８ 令和６年度末の多数の者が利用する建築物の用途別耐震化率（単位：施設） 

※１ 「耐震性不明」とは、耐震性があることを確認できていない、または耐震性がない建物 

 

 

（２）多数の者が利用する建築物の耐震化の目標 

本計画における多数の者が利用する建築物の耐震化の目標は、多くの   

市民に被害が及ぶおそれがあることを考慮し、現状の進捗状況を踏まえ、  

「おおむね解消」とします。 

 

表９ 令和１２年度における多数の者が利用する民間建築物の耐震化の目標 

 

 

   

現状 目標
令和7年度 令和12年度

96.8% おおむね解消
多数の者が利用する
民間建築物
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2-2.緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の耐震化について 

本市における耐震改修促進法第１４条第３号に規定する、緊急輸送道路等

の避難路沿道建築物の対象となる建築物は下図に示す一定規模以上の   

建築物で震災時に倒壊した場合、道路を閉塞するおそれのある建築物が対象

となります。 

本市においては埼玉県が指定する緊急輸送道路の沿道建築物のうち、  

地震発生時に道路を閉塞するおそれのある特定耐震既存不適格建築物に 

ついて、令和７年度末時点での対象は８件であり、該当する建築物の所有者

等に指導及び助言を行い、耐震化を促進することを目標とします。 

なお、市が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物についても   

耐震化の促進に努めてまいります。 

 

 

 

図３ 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物の基準 

 

 

 

 

①前面道路幅員が12ｍを超える場合 ②前面道路幅員が12ｍ以下の場合

　道路中心から斜め45度に引いた斜線に
当たる建築物

　敷地と道路の境界から6ｍの位置
を基点に斜め45度に引いた斜線に当
たる建築物。

前面道路幅員L 前面道路幅員

45°45°

6ｍL/2

建
築
物

建
築
物

道
路
と
敷
地
の
境
界道

路
中
心

L/2

道
路
と
敷
地
の
境
界
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図４ 越谷市内緊急輸送道路図 
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3.市有建築物の耐震化について 

3-1.市有建築物の耐震化の現状 

市が所有する建築物については、地震発生時の災害対策本部の設置や  

避難場所など、多くの建築物が応急活動の拠点となる重要な施設となります。

令和７年度末時点の市有建築物は５２６施設あり、耐震化率は８４.２％です。 

 

3-2.避難所の指定を受けている市有建築物の耐震化の現状と目標 

令和７年度末時点、越谷市地域防災計画で避難所に指定されている市有

施設は８１施設あり、耐震化率は９1.4％です。 

耐震性が不明の避難所について、地震災害の初動時に開設される    

指定緊急避難場所には該当しておりませんが、災害復旧が長期になると  

避難所として開設する可能性があることから、避難所施設の耐震化率の  

目標値を「１００.０％」とします。 

 

表１０ 令和１２年度における避難所施設の耐震化率の目標 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所本庁舎 
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3-3.多数の者が利用する市有建築物の耐震化の現状と目標 

令和７年度末時点の多数の者が利用する市有建築物は８４施設あり、  

耐震化率は、９７.６％です。 

 

表１１ 令和７年度末の多数の者が利用する市有建築物の用途別耐震化率 

（単位：施設） 

  

※１ 「耐震性不明」とは、耐震性があることを確認できていない、または耐震性がない建物 

 

本計画における多数の者が利用する市有建築物の耐震化率の目標は、 

災害時に活動拠点や避難施設に活用されることと現状の進捗状況を踏まえ、

耐震化率「１００.０％」とします。 

 

表１２ 令和１２年度における多数の者が利用する市有建築物の耐震化の目標 

 

 

現状 目標
令和７年度 令和12年度

97.6% 100.0%
多数の者が利用する
市有建築物
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第三章 建築物の耐震化を促進するための施策 

１. 耐震化の促進に向けた取組方針 

建築物の耐震化を促進するためには、その所有者等が震災対策を自らの 

問題として認識し、自らの責任において取り組むことが不可欠です。 

このことから、所有者の耐震化に対する意識啓発や、耐震化を実施する際に

要する費用などの負担軽減は大変重要となります。 

そこで、市は３つの取組方針を定め、耐震化率向上に向けて施策に取り組ん

でまいります。 
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取組方針① 普及・啓発 

 

①-1 旧耐震基準により建築された木造住宅所有者への情報発信 

市内の、昭和５６年５月３１日以前に建築された木造戸建て住宅の所有者を

対象とした、「簡易耐震診断」や「耐震診断及び耐震改修に対する補助制度」の

案内を送付し、市で行っている耐震化の取り組みについて、対象者に周知して

まいります。 

 

①-2 分譲マンション管理組合への情報発信 

市内の、昭和５６年５月３１日以前に建築された分譲マンションの管理組合を

対象とした、「マンション耐震診断及びマンション耐震改修に対する補助制度」

の案内を送付し、市で行っている耐震化の取り組みについて、対象者に周知 

してまいります。 

 

①-3 関係団体への情報発信 

越谷商工会議所、越谷建設推進協同組合、埼玉県建築士事務所協会越谷 

中央支部、埼玉県建築士会越谷支部、埼玉県宅地建物取引業協会に所属する

会員業者等に対し、「耐震診断及び耐震改修に対する補助制度」等の市で   

行っている耐震化の取り組みについて、周知を依頼してまいります。 

 

①-4 イベント等での周知 

地区の防災訓練や建築物防災週間等の際に、耐震化の促進に向けた市民へ

の説明及び資料の配布、パネルの展示等を行い、市民への意識の啓発を   

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区の防災訓練での PR 風景 
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①-5 エレベーター及びエスカレーター等の地震対策 

東日本大震災では、埼玉県を含め全国２０都道府県で合計２５７件の    

エレベーターの閉じ込めが発生し、エスカレーターの脱落等も複数確認され 

ました。大地震が発生した場合、エレベーターが緊急停止し、内部に長時間  

閉じ込められる可能性が高く、救助には長い時間を要します。 

エレベーター等の所有者・管理者には、建築基準法による点検の報告が  

義務付けられており、エレベーター設備に関する報告等の機会を捉えて、   

所有者等に対し、地震時のリスクを周知してまいります。 

 

①-6 特定天井等の脱落対策 

東日本大震災では、体育館、劇場、商業施設、工場等の大規模空間を有する

建築物において、天井が脱落し、新たに天井脱落対策の基準が定められました。

（建築基準法施行令第３９条及び平成２５年国土交通省告示第７７１号） 

市は、特定天井等の脱落被害を防止するために、民間建築物に対し定期  

報告等の調査結果から、建築物の特定天井の脱落や設備の落下の危険がある

部分について、その防止策や改修等に努めるよう周知、啓発してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の際の特定天井脱落の被害 

出典：国土交通省 
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取組方針② 耐震化支援 

 

②-1 無料簡易耐震診断の実施 

市では、木造住宅の無料簡易耐震診断を実施しています。診断の結果、 

耐震化が必要とされた平成１２年５月３１日以前に建築された住宅には、  

耐震化の重要性の説明と併せ、耐震化に関する補助制度を紹介し、     

所有者等が耐震化の必要性を認識し、自ら住宅の耐震化を図る方向へ   

誘導いたします。 

 

②-2 木造戸建て住宅への支援策 

市では「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」および「越谷市既存

建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき、木造戸建て住宅に対し、下記の

助成を行ってまいります。 

 

＜木造住宅耐震診断＞ 

平成１２年５月３１日以前に建築された木造戸建て住宅で、市の無料簡易

耐震診断の結果、総合評価 1.0 未満の住宅に対して建築士が行う、耐震  

診断費用に対する補助制度。 

『現行制度：当該費用の２/３を補助 上限７万円』 

 

＜木造住宅耐震改修＞ 

平成１２年５月３１日以前に建築された木造戸建て住宅で、耐震診断の  

結果、総合評価１.０未満の住宅について、当該総合評価が１.０以上に補強 

するための工事費用に対する補助制度。 

『現行制度：当該費用の２３％を補助 上限５０万円』※１ 

※1 昭和５６年月６月１日から平成１２年５月３１日までに建築された住宅については  

上限３５万円 

 

＜木造住宅簡易耐震改修＞ 

平成１２年５月３１日以前に建築された木造戸建て住宅で、耐震診断の 

結果、総合評価１.０未満の住宅について、当該住宅が倒壊しても安全な  

空間が確保できる耐震シェルター又は防災ベッドのいずれかの設置費用に

対する補助制度。 

『現行制度：当該費用の２３％を補助 上限２０万円』 
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②-3 分譲マンションへの支援策 

市では「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」および「越谷市既存

建築物耐震改修補助金交付要綱」に基づき、分譲マンションに対し、下記の

助成を行ってまいります。 

 

＜マンション耐震予備診断＞ 

昭和５６年５月３１日以前に建築されたマンションで、本診断の必要性に

関する判定を行う予備診断費用に対する補助制度。 

『現行制度：当該費用の２/３を補助 上限１０万円』 

 

＜マンション耐震本診断＞ 

昭和５６年５月３１日以前に建築されたマンション、または上記予備診断

により必要と判定されたマンションで、総合的な評価を行う本診断費用に

対する補助制度。 

『現行制度：当該費用の２/３あるいは住戸の数に５万円を乗じて得た額

とのいずれか少ない額を補助 上限１００万円（予備診断補助交付時は 

９０万円）』 

 

＜マンション耐震改修＞ 

耐震診断の結果、地震の震動に対して倒壊又は崩壊する危険性があると

判定されたマンションについて、各階の構造耐震指標が０.６以上又は地震

の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い、と判断される 

ように行う工事費用に対する補助制度。 

『現行制度：当該費用（当該改修のうち居住に供する部分の床面積の  

合計に１㎡当たり４９,３００円を乗じて得た額を限度）の２３％を補助 

上限、住戸の数に２０万円を乗じて得た額』 

   

簡易耐震診断チラシ マンション耐震改修チラシ 

耐震に関する各種チラシ

は、建築住宅課窓口または

市ＨＰに掲載しています。 
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②-4 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物への支援策 

市では「越谷市既存建築物耐震診断補助金交付要綱」に基づき、県指定の

緊急輸送路等の避難路沿道建築物のうち、道路を閉塞するおそれのある 

特定耐震既存不適格建築物に対し、下記の助成を行ってまいります。 

 

＜緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断＞ 

昭和５６年５月３１日以前に建築された埼玉県指定の緊急輸送路等の  

避難路沿道建築物のうち、道路を閉塞するおそれのある特定耐震既存   

不適格建築物に対し、耐震診断費用に対する補助制度。 

『現行制度：当該費用の２/３を補助 上限３００万円』 

 

②-5 住宅の耐震化を総合的に支援するための施策 

現在、耐震化を促進するための施策については、広報での周知や防災  

訓練等での資料配布といった情報提供、旧耐震基準の住宅の所有者へ   

案内の送付を行っております。また、緊急輸送路等の特定耐震既存不適格

建築物所有者へ補助制度の周知、訪問による説明を行い、耐震化の促進を

図ってまいります。 

 

②-6 ブロック塀等の倒壊、転倒防止の対策を支援するための施策 

現行の建築基準法等の規定に合わない塀やコンクリートブロック塀等は 

倒壊しやすく、通行人に危害を与えることや道路を塞ぐおそれがあります。 

市では、これらのコンクリートブロック塀等の安全性向上のため、     

パンフレットや自主点検チェックリストを配布し、啓発活動を行うと同時に、

正しい施工方法や補強方法等の指導を行ってまいります。 

また、新たな補助制度の創設を検討してまいります。 

出典：一財 日本建築防災協会 



第三章 建築物の耐震化を促進するための施策 

24 
 

取組方針③ 環境の整備 

   

③-1 住宅リフォーム・耐震相談会の実施 

建物所有者等の耐震化に関する疑問や不安等を解消するため、埼玉県 

建築士事務所協会及び埼玉建築士会と連携を図り、住宅リフォーム・耐震 

相談を月に１回実施してまいります。 

 

③-2 マンション管理セミナー・相談会の実施 

マンションの管理水準の底上げを図るため、市内及び県内のマンション 

管理組合を対象とした、マンション管理に関するセミナーや無料相談会を 

年に１回実施しております。その中で、マンション耐震診断及びマンション 

耐震改修に対する補助制度を周知してまいります。 

 

③-3 高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等の融資制度 

高齢者世帯の住宅の耐震化を促進するため、耐震改修工事に関する融資

制度である、高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン等を周知してまい

ります。 

 

③-4 自治会・専門団体との連携体制の構築 

耐震化の促進は、地域の意識が高まることが重要です。また、災害時の 

避難や消火活動は、地域に組織された自主防災組織により自助及び共助の

観点から行われることが重要であることから、自主防災組織の構成単位で

ある自治会と連携を図り、建築物の耐震化の促進に取り組んでまいります。 

また、建築士等の専門家や専門団体に耐震相談を行うことで、市民が安心

して耐震化の促進を図れるよう、体制を構築してまいります。   
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第四章 耐震化を促進するための体制構築等 

1.耐震化の促進に向けた関係団体との連携 

（１）彩の国既存建築物地震対策協議会 

県、市町村および建築関係団体で構成される「彩の国既存建築物地震

対策協議会」（以下、「地震対策協議会」という。）は平成１０年１月に創設 

されました。令和７年４月においては７５会員（埼玉県、６３市町村及び１１

建築関係団体）で構成されています。 

「地震対策協議会」では、会員相互の綿密な連携の下、住宅及び多数の

者が利用する建築物の耐震化を図っています。 

 

（２）緊急輸送道路閉塞建築物等耐震化協議会 

県、市町村で構成される「緊急輸送道路閉塞建築物等耐震化協議会」は

平成２３年６月に創設されました。 

大規模地震等の災害発生時に緊急物資の輸送や緊急車両通行に必要

な緊急輸送道路の機能を確保するため、県と所管行政庁１２市※で当該 

道路沿線にある建築物の耐震化促進策について協議を行い、耐震化を 

図っています。 

 

※ 所管行政庁は、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部

市、狭山市、上尾市、草加市、新座市、久喜市及び越谷市の１２市 

 

（３）応急危険度判定士の連携体制の整備 

応急危険度判定士制度は平成４年に発足し、平成７年の阪神・淡路   

大震災で初めて判定活動が実施されました。市では、県で定めた「埼玉県

被災建築物応急危険度判定要綱」に基づき、災害発生時の的確な応急  

危険度判定活動ができる体制を備えています。 

また、令和６年７月に「埼玉県建築士事務所協会越谷中央支部」及び  

「埼玉建 築士 会越谷 支部」と 「地 震災害 時にお ける被 災建 築物の      

応急危険度判定士に関する協定」を締結しました。 

この協定により、地震災害により市内の建築物に広域被害が発生した

場合、被災建築物の応急危険度判定の支援要請を円滑に行う体制を構築

いたしました。 
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第五章 建築物の耐震化を促進するための指導や命令等 

1.耐震改修促進法に基づく指導等の実施 

耐震改修促進法では特定既存耐震不適格建築物について、耐震診断及び 

必要に応じた耐震改修の努力義務が規定されています。 

特定既存耐震不適格建築物の所有者、管理者に対して法第１５条第１項の  

規定に基づく指導、助言、同条第２項の規定に基づく指示を行い、同法第３項の

規定に基づく公表を行います。 

 

（１）指導及び助言 

指導及び助言は、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の実施を促すため、 

特定既存耐震不適格建築物の全所有者に対し、必要に応じて文書等で指導  

及び助言を行います。 

 

（２）指示及び公表 

指示は、指導及び助言では耐震診断及び耐震改修を実施しない場合に   

おいて、その実施を促し協力が得られない場合には状況に応じて技術的指針 

事項を勘案し、指示を行います。 

公表は、指示に対して正当な理由がなく、その指示に従わなかった場合、  

その旨をホームページ等で公表します。 

 

２.建築基準法に基づく勧告及び命令の実施 

耐震改修促進法に基づく指導等を行ったにもかかわらず、建築物の所有者が

必要な対策をとらなかった場合、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま  

放置すれば著しく保安上危険となるおそれがあると認められる建築物について

は、建築基準法第１０条の規定に基づく是正勧告及び命令を行います。 
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〈参考資料〉 

（資料１） 用語の定義 

[お] 

応急危険度判定士（おうきゅうきけんどはんていし） 

地震により被災した建築物について、危険性を判定することでその後の余震

等による二次災害の発生を防止することを目的として、「埼玉県被災建築物応急

危険度判定士認定要綱」に基づき知事の認定を受けた者等のこと。 

※越谷市職員応急危険度判定士 ８２名（令和７年４月時点） 

 

[き] 

旧耐震基準（きゅうたいしんきじゅん） 

昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法改正による耐震基準の見直し前に用いら

れていた耐震基準。阪神淡路大震災では旧耐震基準による建築物の被害が顕著

であった。 

 

緊急輸送道路（きんきゅうゆそうどうろ） 

災害発生時における被災者の避難及び被災者の生活を確保する物資輸送の

ために利用する路線として指定する路線。 

 

[し] 

新耐震基準（しんたいしんきじゅん） 

昭和 53 年の宮城県沖地震後、建築基準法の従来の耐震基準が抜本的に見直

され、昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法改正により施行された耐震基準。 

建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような中規模の地震（震度 5 強程度）

に対しては構造体を無被害にとどめ、極めてまれに遭遇するような大地震  

（震度 6 強程度）に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じない

ことを目標としている。 

 

[た] 

耐震化（たいしんか） 

耐震性が不十分な建築物を耐震改修等により耐震性がある建築物とすること。 

なお、耐震性がない建築物を除却することも耐震化に含まれる。 
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耐震改修（たいしんかいしゅう） 

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替 

又は敷地の整備をすること。 

 

耐震改修促進法（たいしんかいしゅうそくしんほう） 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」のこと。 

平成 7 年 10 月 27 日公布 

 

耐震化率（たいしんかりつ） 

すべての建築物のうちの、耐震性がある建築物（新耐震基準によるもの、  

耐震診断で耐震性ありとされたもの、耐震改修を実施したもの）の割合。 

                 

耐震化率＝ 

                  

 

耐震性がある（たいしんせいがある） 

新耐震基準を満たす耐震性能を持つこと。 

本計画では昭和 56 年 6 月 1 日の建築基準法改正により施行された耐震基準

に基づき設計・建築された建築物及びそれ以前に建てられた建築物で同法改正

以降の耐震性能（新耐震基準）を満たしている建築物を指す。 

 

耐震性が不十分（たいしんせいがふじゅうぶん） 

昭和 56 年 5 月 31 日以前の耐震基準に基づき設計・建築された建築物のう

ち、耐震診断の結果、新耐震基準と同レベルの耐震性能を持たないことが判定

されたもの、及び耐震診断が未実施であるために耐震性能が不明なもの。 

 

[て] 

定期報告制度（ていきほうこくせいど） 

建築基準法第 12 条に定められており、建築物、建築設備及び昇降機等につい

て、その所有者又は管理者が適法な状態に維持管理がされていることを、   

一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者が 

調査（検査）し、その結果を特定行政庁に報告する制度。 

   

耐震性がある建築物 

すべての建築物                                                    
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[と] 

特定建築物（とくていけんちくぶつ） 

本計画では「多数の者が利用する建築物」、「緊急輸送道路等の避難路沿道 

建築物」の規模等要件を満たす建築物。 

 

特定既存耐震不適格建築物（とくていきぞんたいしんふてきかくけんちくぶつ） 

特定建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法等の耐震関係規定

に適合しない建築物。 

 

特定天井（とくていてんじょう） 

国土交通省告示第７７１号（平成２５年８月５日）の第二で規定されている吊り

天井のことであり、下記のいずれにも該当するもの。 

・居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 

・高さが６ｍを超える天井の部分で、その水平投影面積が２００㎡を超えるもの

を含むもの 

・天井面構成部材等の単位面積質量が２ｋｇを超えるもの 

 

[み] 

民間特定建築物（みんかんとくていけんちくぶつ） 

特定建築物のうち、建築物所有者が民間である場合。 

 

[り] 

リバースモーゲージ 

住まいを担保にして、金融機関から融資を受けられる仕組み。 

契約者の死亡時に住まいを売却して融資の一括返済を行うことで、契約期間中

は、通常、利息のみを支払いながら自宅に住み続けることができる。 

   



（資料１）用語の定義 
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 （資料 2） 多数の者が利用する市有建築物 



（資料２）多数の者が利用する市有建築物 
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※地域スポーツセンター : 貸借物件のため、計画対象外としております。   
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（資料 3） 避難所の指定を受けている市有建築物 

 



（資料３）避難所の指定を受けている市有建築物 
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